
補助金との併用も可能です。

青色申告を行う農業者は、認定を受けた計画に従って、化学肥料・
化学農薬の使用低減に必要となる設備を導入した場合、通常の減価
償却額に次の金額を上乗せして償却（特別償却）できます。

（機械など：取得価額×32%、建物など：取得価額×16%）
【化学肥料・化学農薬の使用低減の取組みに限定】

制度がスタートしました

＜みどり認定を受けるメリット＞

農業者(耕種農家）用資料

メリット① 設備投資の際の所得税・法人税の優遇

みどり認定を受けた後に機械等を取得する必要があります。

確定申告の際に、必要書類を記載して最寄りの税務署に申告して
ください。

ポイント

水田用除草機

堆肥散布機

＜税制特例の対象機械の例＞

税制対象一覧
はこちら

みどり認定

(対象設備) ■みどり認定を受けた後、令和４年７月１日から令和６年３月３１日
までに取得したものであること。

■次の２点を満たす機械のほか、機械と一体的に整備する建物も対象。
✓取得価額の合計が100万円以上であること
✓農水省HPに掲載された対象機械であること



「環境負荷低減事業活動の実施に関する計画」の作成・提出
⇩

県認定委員会において認定審査する
⇩

（認定することが適当と判断されたとき）
当該実施計画等を認定し、認定通知書を通知します。

＜環境負荷低減事業活動の具体的な内容＞

（１）土づくりと化学肥料・化学農薬の削減を一体的に行う事業活動
（２）温室効果ガスの排出量の削減に資する事業活動

・農業機械の省エネルギー化・電動化・バイオ燃料への切替
・施設園芸におけるヒートポンプや木質バイオマス加温機等の
導入及び適温管理に向けた高度環境制御機器や保温資材等の
導入

・水田作におけるメタン発生抑制を目的とした秋耕の実施や
適切な中干しの推進 等

（３）その他
・土壌を使用しない栽培技術において、化学肥料・化学農薬の
施用及び使用を減少させる技術を用いて行われる生産方式の
導入 等

＜認定を受けるまでの流れ＞

計画書の様式はこちらに
掲載しています ➡
(県ホームページ)

＜計画書提出先およびお問合せ先＞

〒986-0850
宮城県石巻市あゆみ野５丁目７番地
宮城県東部地方振興事務所 農業振興部 農業振興班
電話 0225-95-7809

メリット② 農業改良資金の無利子融資・償還期間延長

環境負荷低減に取り組みながら「収量・品質の向上」等を目指す

認定を受けると、国庫補助事業の採択審査のポイントが加算されます。
(対象事業)■みどりの食料システム戦略推進交付金

■強い農業づくり総合支援交付金 ■農地利用効率化等支援交付金など

(支援内容)■農業改良措置を実施するために必要な資金
（農業経営用施設・機械等の改良・造成・取得、農産物加工施設等の改良・造成・取得等）

■借入限度額：（個人）5,000万円、（法人・団体）１億5,000万円
■借入金利：無利子 ■償還期間：12年以内

新たな取組み(＝農業改良措置：新作物・新技術の導入、加工事業の
開始など)に対し無利子融資で支援されます。

メリット③ さまざまな国庫補助金の採択の優遇


